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○佐久市ＣＣＲＣ検討会設置要領 

 

（設置） 

第１条 佐久市の実情に即したＣＣＲＣ事業の実現に必要となる事項を検討するため、佐久市ＣＣＲ

Ｃ検討会（以下「検討会」という。）を置く。 

（検討事項） 

第２条 検討会は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。 

(１) 佐久市におけるＣＣＲＣのコンセプトや基本的な方向性に関すること。 

（２） 佐久市におけるＣＣＲＣの推進に関すること。 

（組織） 

第３条 検討会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) ＣＣＲＣに関して専門的な知識を有する者 

(２) 検討会議の運営上必要と認められる者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、平成２７年７月２１日から平成２８年３月３１日までとする。 

（座長） 

第５条 検討会に、座長を置き、互選により選出する。 

２ 座長は、会務を総理し、検討会議を代表する。 

（会議） 

第６条 検討会は、座長がその議長となる。 

２ 座長が欠席となるときは、座長の指名により議長を決定する。 

３ 検討会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くこと

ができる。 

（庶務） 

第７条 検討会の庶務は、企画部企画課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、検討会に諮り定める。 

 

附 則 

この要領は、平成２７年７月２１日から施行する。 


